[bookmark: _GoBack]事　務　連　絡


指名競争入札参加事業者　各位

福島県石川郡石川町役場総務課

入札時における工事費内訳書の提出について

公共工事の基本となる「公共工事の品質確保の促進に関する法律」を中心に、関連する「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」及び「建設業法」等の改正を受け、入札参加者は、入札の際に入札金額の内訳書を提出することとなりました。
この入札書に併せて提出する「工事費内訳書」は、適正な価格で入札を行う根拠資料となる重要な書類です。
本町においても、平成２７年１２月１日以降の建設工事の入札案件については、工事費内訳書の提出を求めることとし、既に実施しているところです。
つきましては、開札を伴う全ての建設工事については、工事費内訳書の提出を求めていますので、宜しくお願いします。

記

１．工事費内訳書の作成について
　　工事費内訳書については、当分の間、町が入札案件毎に送付しますので、これを基に、件名
ほか項目毎に一致させて作成してください。
　　工事費内訳書の合計金額（消費税及び地方消費税相当額を含まない額）は、入札書に記載す
る金額と必ず一致するように作成してください。

２．入札無効の取扱について
　　工事費内訳書の未提出の入札や提出された工事費内訳書について、不備がある入札は無効
とします。
　　なお、次のような場合は無効となります。
　・件名（工事名）、業者名（住所、商号又は名称、代表者職氏名）の記載漏れや不備なもの。
　・工事費内訳書の合計金額が、第１回目の入札金額と一致しないもの。
　・指示された項目を満たす内訳の記載が無いもの。
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工事費内訳書


件　　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


住　　　　所　
商号又は名称　
代表者職氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印


	工種・種別等
	金　　　額（円）
	備　　　考

	①　直接工事費
	


	

	②　共通仮設費
	


	

	③　現場管理費
	


	

	④　一般管理費
	


	

	工　事　費　計
（①＋②＋③＋④）
	


	


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


